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1 地域の概況 

1-1 東京都の概況 

東京都は、1都6県を含む関東平野の西部に位置し、東京湾から奥多摩の山岳地帯まで東西に細長

い地域を占め、その面積は約1,787km2（島しょ部は含まない）である。東京港を海上貿易の玄関口に

持ち、明治以来、日本の首都として、政治、経済、文化や国際交流の中心として、拡大、発展してき

た。令和4年3月の東京都定住人口は約1,400万人である。 

我が国の社会的状況は、昭和30年、40年代の高度経済成長期を経て、生活の質の向上を重視する

方向へと変化しており、環境問題においても工場を中心とする産業型公害から、都民生活や都市に

おける事業活動に密接に関連した自動車公害問題、騒音問題、有害化学物質問題さらには地球温暖

化やオゾン層破壊など地球規模の問題にまで拡大している。 

国は、環境問題を総合的にとらえて推進するために、平成5年に「環境基本法」を制定した。東京

都においても平成6年に「東京都環境基本条例」を制定し、平成9年に「東京都環境基本計画」を策

定した。令和 4 年 9 月には、気候危機の一層の深刻化や水・大気環境の変化などを受け、環境施策

をさらに大胆に加速する、新しい「東京都環境基本計画」を策定している。 

東京都は、昭和44年に当時激化していた公害を総合的・体系的に対策するため「東京都公害防止

条例」を制定した。その後の社会的状況の変化に伴い変化してきた現在の様々な環境問題に対処す

るために、平成12年に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」へ全面的に改正し、平成

20年には地球温暖化対策の強化を行った。 

また、自然環境の保護や自然との共生についての意識の高まりなど、環境行政を取り巻く状況も

大きく変化しており、東京都は「東京における自然の保護と回復に関する条例」や「東京都景観条

例」等、さまざまな環境施策に取り組んでいる。平成24年 5月に「緑施策の新展開～生物多様性の

保全に向けた基本戦略～」 を策定後、令和元年の「「未来の東京」戦略ビジョン」、令和3年の「「未

来の東京」戦略version up2022」において、「自然と共生した持続可能な都市」という目標のもとに

生物多様性の保全等、緑の質を高める視点も重視した緑施策を展開している。 

さらに、東京都は、令和元年5月、Urban 20（U20）東京メイヤーズ・サミットで、世界の大都市

の責務として、平均気温の上昇を 1.5℃に抑えることを追求し、2050 年に CO2 排出実質ゼロに貢献

する「ゼロエミッション東京」を実現することを宣言し、同年12月に「ゼロエミッション東京戦略」

を策定している。令和 2年には、2030 年カーボンハーフに向けて必要な社会変革の姿・ビジョンと

して「2030・カーボンハーフスタイル」を提起し、令和3年3月には2030年のカーボンハーフを目

標とした「ゼロエミッション東京戦略2020 Update＆Report」を策定している。 

国は、気候変動への適応を推進することを目的として、平成30年6月に「気候変動適応法」を公

布しており、東京都は、気候変動適応法第 13 条に基づく地域気候変動適応センターとして、令和4

年 1 月に「東京都気候変動適応センター」を、都市のヒートアイランド対策の研究などを行ってき

た（公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所に設置している。東京都の関連部局とはもちろん、

区市町村とも緊密に連携し、気候変動適応の推進に必要な情報基盤となるよう努めている。 

なお、東京都では都市活動に伴い発生する大規模な事業の実施による環境への影響を未然に防止

するために、昭和55年に「東京都環境影響評価条例」を制定して一定規模以上の事業の実施に際し

て環境影響評価手続きを行っており、平成14年7月からは、計画段階における環境影響評価制度を

導入している。 
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1-2 環境に関する計画等 

1-2-1 東京都環境基本条例 

東京都は、地球規模の環境問題や都市活動の活発化に伴う環境への負荷の増大する中、環境への

負荷の少ない都市を実現し、これを将来の世代に引き継ぐため、都民とともにより総合的かつ計画

的な取組を行うことが必要であるとの認識の下に、人と自然とが共生することができる豊かな環境

を保全し創造するとともに、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な東京をつくりあげていく

ために、平成6年7月に「東京都環境基本条例」を制定している。 

 

○ 環境基本条例の特色 

東京都は、行政・事業者・都民が一体となって環境問題に積極的に取り組むことができるよう、

環境保全に関する基本理念、関係者の責務、施策の枠組みを環境基本条例として明らかにした。 

本条例においては、従来からの手法に加えて、新たに経済的な誘導措置や資源の循環的な利用等

の推進等も取り入れている。また、環境施策の範囲も公害の防止や自然環境の保全に加えて、生物

多様性の確保、人と自然とのふれあいの確保、良好な景観の確保、資源の循環的利用、エネルギー

の有効利用等や地球環境の保全等を対象とした。 

① 基本理念 

・健康で安全かつ良好な環境を確保し、将来の世代へ継承していく 

・人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない都市の構築に向けて、すべての者が取り組む 

・すべての事業活動及び日常生活において地球環境の保全を推進する 

② 関係者の責務 

・都、区市町村、事業者及び都民の環境保全に関する責務を明らかにしている 

③ 基本的な施策 

・施策のうち主要なものは、「環境基本計画の策定」、「環境白書の作成・公表」、「地球環境の保全

の推進」、「環境学習の推進」等があげられる 

 

1-2-2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例） 
昭和 44 年に制定された公害防止条例は、主として工場の設置者を対象に、大気汚染、水質汚濁、

騒音、振動、悪臭、地盤沈下といった公害の未然防止の観点から、工場設置の認可や規制基準の遵守

等を義務づけていた。この公害防止条例は、当時激化していた工場を中心とする産業型の公害から、

都民の健康を守り、良好な生活環境を確保するために大きな役割を果たしていた。しかし、今日の東

京の環境問題は、都民生活や都市における事業活動に密接に関連した自動車公害問題や土壌・地下

水の汚染等の有害化学物質問題、さらには地球温暖化やオゾン層破壊など地球的規模の問題へと大

きく変化してきた。このため、平成12年12月、これまでの公害規制を基本的に継承しつつ、都市・

生活型公害の拡大、地球環境問題、有害な化学物質等、今日的な環境問題に適切に対応するととも

に、工場等に対する規制の強化を図る目的で、東京都公害防止条例を全面的に改正した「都民の健康

と安全を確保する環境に関する条例（以下、「環境確保条例」という）」を制定した。 

さらに、地球温暖化対策計画書制度の強化等、温室効果ガス排出総量の大幅な削減に向けた取組・

制度を強化した改正を平成20年に行った。 

本条例は、7章165条からなり、従前の工場公害規制に加え、自動車公害対策の充実強化や化学物

質の適正管理、土壌・地下水汚染対策、そして環境への負荷の低減の取組等を新たに規定している。 

本条例の目的は、大きく3つの側面から捉えることができる。 

① 都民の生活を守る 

東京都独自の排出基準を満たさないトラックやバス等のディーゼル車の運行の禁止や、重油を混

和した燃料の使用の禁止を含む自動車公害に対する規制等を規定している。 



- 3 - 

② 都民の安全な生活環境の確保を図る 

利便性の向上ゆえに都民生活や事業活動等で使用される有害な化学物質の適正管理や土壌汚染の

処理の義務等を規定している。 

③ 都民の将来世代への良好な環境の継承を図る 

旺盛な都市活動に伴い増大する温室効果ガスの排出抑制を求める地球温暖化対策計画や環境配慮

の建築計画の作成義務等を規定している。 

 

1-2-3 東京都環境基本計画 

東京都は、平成 9 年に環境基本計画を策定しており、取組の成果や課題、社会状況の変化を踏ま

え、平成14年、平成20年、平成28年の3回にわたり、新たな「東京都環境基本計画」を策定して

いる。 

近年においては、持続可能な社会の実現に対する関心が世界的に高まる中で、気候危機の一層の

深刻化、生物多様性の損失、水・大気環境の変化など、環境を取り巻く状況は世界規模で大きな課題

となっている。そのため、令和 4 年 9 月に都の環境施策をさらに大胆に加速する、新たな「東京都

環境基本計画」を策定した。 

環境課題は相互に関連しており、総合的・一体的な取組が重要であることから、3＋1 の「戦略」

により、直面する課題を包括的に解決していく。 

 

戦略0 危機を契機とした脱炭素化とエネルギー安全保障の一体的実現 

・直面するエネルギー危機への対応 

・エネルギーの脱炭素化施策の抜本的な強化・徹底 

 

戦略1 エネルギーの脱炭素化と持続可能な資源利用によるゼロエミッションの実現 

戦略1-1 再生可能エネルギーの基幹エネルギー化 

戦略1-2 ゼロエミッションビルディングの拡大 

戦略1-3 ゼロエミッションモビリティの推進 

戦略1-4 水素エネルギーの普及拡大 

戦略1-5 持続可能な資源利用の実現 

戦略1-6 フロン排出ゼロに向けた取組 

戦略1-7 気候変動適応策の推進 

戦略1-8 都自らの率先行動を大胆に加速 

 

戦略2 生物多様性の恵みを受け続けられる、自然と共生する豊かな社会の実現 

 

戦略3 都民の安全・健康が確保された、より良質な都市環境の実現 

戦略3-1 大気環境等の更なる向上 

戦略3-2 化学物質等によるリスクの低減 

戦略3-3 廃棄物の適正処理の一層の促進 

 

⇒政策の実効性を高める横断的・総合的施策 

・都民・企業等との連携・共同 

・自治体間での提携、都の率先行動 

・国際貢献・国際発信 

・都市づくりにおける環境配慮の促進 
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1-2-4 ゼロエミッション東京戦略 

東京都は、令和元年12月に2050年 CO2排出実質ゼロに向けた「ゼロエミッション東京戦略」を公

表している。「ゼロエミッション東京戦略2020 Update & Report」は、ゼロエミッション東京の実現

に向けた白書としての位置づけを持ち、「ゼロエミッション東京戦略」の進捗状況の捕捉及び検証を

行っている。 

 

(1) 2030年に向けた目標の強化 

・都内温室効果ガス排出量(平成12(2000)年比)    30％削減  ⇒ 50％削減※ 

・都内エネルギー消費量(平成12(2000)年比)     38％削減  ⇒ 50％削減※ 

・再生可能エネルギーによる電力利用割合   30％程度  ⇒ 50％程度※ 

・都内乗用車新車販売   ⇒ 100％非ガソリン化 

・都内二輪車新車販売   ⇒ 100％非ガソリン化 (2035年まで) 

※ 温室効果ガス排出量等の目標と施策のあり方については、今後、東京都環境審議会において検討を進めていく予定 

 

(2) 「2030・カーボンハーフスタイル」の提起 

・2030年のライフスタイルやビジネスモデルなど、社会システム全体を、カーボンハーフにふさ

わしい、持続可能なものへと移行させることが必要 

・2030年カーボンハーフに向けて必要な社会変革の姿・ビジョンとして、「2030・カーボンハー

フスタイル」を提起 
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(3) 政策のアップデート 

・2030年のカーボンハーフ実現に向け、ゼロエミッション東京戦略で掲げた6分野14政策にお

いてロードマップをアップデートし、26の社会変革に向けたビジョン(2030・カーボンハーフ

スタイル）、その実現に向けた36のアプローチ、直ちに加速・強化する94の取組を新たに提

示 

 

表 1-2-1 ゼロエミッション東京戦略の関係 

ゼロエミッション東京戦略の体系 

エネルギーセクター ①再生可能エネルギーの基幹エネルギー化 

②水素エネルギーの普及拡大 

都市インフラセクター（建築物編） ③ゼロエミッションビルの拡大 

都市インフラセクター（運輸編） ④ゼロエミッションビークルの普及促進 

資源・産業セクター ⑤3Rの推進 

⑥プラスチック対策 

⑦食品ロス対策 ＜※＞ 

⑧フロン対策 

気候変動適応セクター ⑨適応策の強化 ＜※＞ 

共感と協働 

-エンゲージメント＆インクルージョン- 

⑩多様な主体と連携したムーブメントと社会システムの

変革 

⑪区市町村との連携強化 

⑫都庁の率先行動 ＜※＞ 

⑬世界諸都市等との連携強化 

⑭サステナブルファイナンスの推進 

＜※＞令和2年度に個別計画を策定・公表 

(4) 個別計画の策定 

重点対策が必要な分野について、より詳細な取組内容等を記した個別計画を戦略のアップデー

トと同時に策定・公表している。 

・東京都食品ロス削減推進計画  

・東京都気候変動適応計画 

・ゼロエミッション都庁行動計画 
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1-2-5 東京が新たに進めるみどりの取組 

都市づくりのグランドデザイン（平成29年9月策定）で示す都市像の実現に向け、今ある貴重な

緑を守り、あらゆる場所に新たな緑を創出するため、都の関係局による検討を経て、東京が進めるみ

どりの取組をまとめたものである。 

本取組は、みどりが減少傾向にある区部・多摩部を対象としており、以下に示す 4 つの方針に沿

って、順次、都市計画区域マスタープランなどに位置付け、区市町村や関係機関と連携して取組を推

進している。 

 

○ 方針Ⅰ 拠点・骨格となるみどりを形成する 

・みどりの拠点の形成 

・みどりの軸の形成 

・環七周辺から環八周辺の緑のネットワークの充実 

○ 方針Ⅱ 将来にわたり農地を引き継ぐ 

・営農継続の支援 

・農地の貸借の促進 

・公による生産緑地の買取り 

・まちづくりに農地の位置付け 

・生産緑地の保全・活用に向けたさらなる検討 

・田園住居地域の指定などによる都市農地の保全・活用 

○ 方針Ⅲ みどりの量的な底上げ・質の向上を図る 

・みどりの量的な底上げ 

・質の高いみどりの創出・保全 

・生物多様性に配慮したまちづくり 

○ 方針Ⅳ 特色あるみどりが身近にある 

・公共が保全・創出するみどり 

・民間が創出するみどり 

・空き家対策とみどりの創出 

 

なお、臨海地域においては、既設の公園の拡張や海上公園の新規設置に取り組み、海上公園計画に

基づく着実な公園の整備を推進することとしている。 

 

1-2-6 東京都景観計画 

「東京都景観計画」は、平成18年1月、東京都景観審議会から答申された「東京における今後の

景観施策のあり方について」を踏まえ、都民や事業者、区市町村等と連携・協力しながら、美しく風

格のある首都東京を実現するための具体的な施策を示すものであり、平成30年8月に景観特性の再

構築や夜間における景観の形成に関する方針の追加等の改定をしている。 

本計画では、景観法に定める基本理念に以下に示す 3 つの事項を加えたものを基本理念としてい

る。 

 

・都民、事業者等との連携による首都にふさわしい景観の形成 

・交流の活発化・新たな産業の創出による東京のさらなる発展 

・歴史・文化の継承と新たな魅力の創出による東京の価値の向上 

また、東京の景観形成において特に重要と考えられる11の地域を景観基本軸として設定し、その

うち6軸について具体的な区域を指定し、「景観づくりの方針」及び「景観づくりの基準」を定めて
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いる。 

臨海部は、景観基本軸の「臨海景観基本軸」に指定されており、その一部は重点的な取り組みが必

要な地域として景観形成特別地区の「水辺景観形成特別地区」として指定している。 

臨海景観基本軸の概要は表 1-2-2、区域指定済みの景観基本軸の位置、「臨海景観基本軸」、「水辺

景観形成特別地区」の区域は、図1-2-1、図1-2-2に示すとおりである。 

 

表1-2-2 「臨海景観基本軸」の概要 

項目 内容 

対象範囲 

海域及び海と一体となって景観をつくり出している陸域とする。 

・海域：羽田沖、中央防波堤沖、葛西海浜公園を含む海域 

・陸域：水際から50mの範囲（ただし、葛西沖開発土地区画整理事業によって埋め

立てられた陸域の範囲を含む） 

景観形成の目標 
海辺の自然と共生しながら、各地域の特性を生かした新しい時代にふさわしい景観

形成を図る。 

景
観
形
成
の
方
針 

1）陸・海・空の玄関口

として新しい時代

にふさわしい景観

の形成 

広大な海と後背地に広がる都心景観を生かし、東京の玄関口としてふさわしい風格

ある景観の形成を進める。 

また、臨海部の立地特性を生かし、東京の新たな景観の形成を積極的に進める。 

2）地域の特性を生か

し、海辺の環境と共

生した景観の形成 

臨海部では、江戸湊として海運や漁業で栄えた江戸時代から、ウォーターフロント

が注目を浴び臨海副都心の建設が進む現在までの様々な歴史的な経緯により、多様

な景観が形成されている。これらを踏まえ、各地域において各々の特性を生かした

景観形成を図る。 

また、各地域の連携により、臨海部全体として海を意識した統一感のある景観形成

に努める。 

3）都民にとって貴重な

海辺景観の保全と

活用 

人々が、臨海部をより身近な存在と感じ、都市と海が融合した豊かな景観を楽しめ

るよう、海や運河などの水域と陸域、そして都心とが一体となった景観を遠景・中

景・近景として見せる視点場とパブリックアクセスを設けるよう努める。 

また、水上バス等、海上からの眺望にも配慮した景観形成を進める。 

4）歴史的景観資源等を

生かした景観の形

成 

臨海部には、お台場を始め、神社等の歴史的景観資源のほか、橋梁や運河、ドック

等、近代の土木遺産ともいうべきものもある。臨海部の計画づくりに当たっては、

ランドマークとして生かすなど、これらの保全と有効活用を検討し、より優れた景

観をつくり出すよう努める。 

5）地域のまちづくりや

景観づくりとの連

携 

地元の自治体には、それぞれ景観やまちづくりに対する施策がある。 

また、多様な事業者が事業を行っており、臨海副都心のように、まちづくりガイド

ラインや広告協定を定めて、独自のルールにより景観誘導が行われている地域もあ

る。臨海部の景観形成を進めるに当たっては、これらのルールに基づき、それぞれ

の地域が連携して、臨海部全体として、より良い景観形成となるよう努める。 

出典：「東京都景観計画」（平成30年9月 東京都） 
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注）本図は、概ねの区域を示したものである  

出典：「東京都景観計画」（平成30年9月 東京都） 

図 1-2-1 景観基本軸の位置及び「臨海景観基本軸」の区域 
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注）本図は、概ねの区域を示したものである 

出典：「東京都景観計画」（平成30年9月 東京都） 

図 1-2-2 水辺景観形成特別地区の区域 

 

 

1-2-7 東京湾再生のための行動計画（第三期） 

東京湾では、平成13年に当時の7都県市（現9都県市）及び関係省庁からなる「東京湾再生推進

会議」が設置され、平成15年に「東京湾再生のための行動計画」を策定し、当面10年間を目標とし

て、「陸域負荷の削減」及び「海域における環境改善」並びに「モニタリング」のための総合的かつ

計画的な取組が各機関連携により進められてきた（第一期）。 

第一期期間を踏まえ、平成25年に策定された「東京湾再生のための行動計画（第二期）」において

は、第一期に引き続き「陸域負荷の削減」及び「海域における環境改善」並びに「モニタリング」に

関する各取り組みを推進するとともに、東京湾の環境改善に向けた活動や行動の輪を広げるため、

企業、NPO、研究者等、多様な主体で構成される「東京湾再生官民連携フォーラム」を設置し、その

活動を支援してきた（第二期）。 

第二期期間においては、東京湾の環境は長期的には一定の改善がみられるとの評価がなされたも

のの、湾内の水質については、依然として目標の完全な達成には至らず、引き続き東京湾再生を目指

す関係者の連携をより一層強化していくことが重要であるとされた。 

以上を踏まえ、第三期行動計画では、以下の取組、 施策等を行う計画としている。 

第三期計画の推進体制は図1-2-3に、概要は表1-2-3 に、アピールポイントは図1-2-4に示すと

おりである。 
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図 1-2-3 東京湾再生のための行動計画（第三期）の推進体制 

 

 

表 1-2-3 東京湾再生のための行動計画（第三期）の概要 

全体目標 

快適に水遊びができ、「江戸前」をはじめ多くの生物が生息する、親しみやすく美しい

豊かな「海」を多様な主体が協力することで取り戻す 

～流域3，000万人の心を豊かにする「東京湾」の創出～ 

計画期間 令和5年度から令和14年度までの10年間 

目標の柱 

・豊かな水環境の実現 

・楽しく、親しみやすい東京湾の創出 

・活動の環（わ）の拡大 

目
標
達
成
の
た
め
の
施
策 

陸域 

・汚濁負荷量の削減、進捗状況の把握及び周知・啓発 

・汚水処理施設、高度処理の整備・普及 

・河川の浄化対策 

・有機汚濁対策 

・湿地や河口干潟再生等の自然再生の促進 

・面源から発生する汚濁負荷の削減 

・浮遊ゴミ等の回収等 

海域 

・ゴミ回収や底質及び水質改善に関する取組の継続的かつ着実な実施 

・生物多様性に貢献するブルーインフラの持続可能な保全・再生・創出の実施 

・過去の土砂採取等による深掘り跡の埋め戻し 

・関係自治体、市民団体等を含めた活動の輪の拡大や活動等に対する更なる理解の醸成 

モニタリング 

・東京湾水質一斉調査、三番瀬自然環境調査事業の実施 

・東京湾のモニタリング 

・調査の周知および調査結果活用の検討 

官民連携等 

（各分野共通） 

・関係機関の一層の連携強化 

・「東京湾の日」（10月1日）等のイベントによる普及啓発 

アピールポイント 

の設定 

沿岸部の施策の効果を特に実感しやすい象徴的な場所として、7か所のアピールポイン

トを設定する。 

出典：「東京湾再生のための行動計画（第三期）」（令和5 年 3月 東京湾再生推進会議） 

 

  

政策提案や 

評価指標の決定等

密接に連携 

 

 全体を統括する推進会議で決定

 各分科会が連携し、柔軟に検討・施策を実行

陸域対策 海域対策 モニタリング 
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出典：「東京湾再生のための行動計画（第三期）」（令和5年3月 東京湾再生推進会議） 

図 1-2-4 東京湾再生のための行動計画のアピールポイン卜 

 

 

1-2-8 東京都気候変動適応計画 

東京都は、令和 3 年 3 月に、気候変動適応法第 12 条に基づく地域気候変動適応計画として、「東

京都気候変動適応計画」を策定し、併せて同計画に記載された取組について、令和 3 年度から 3 年

間の取組予定を「東京都気候変動適応計画アクションプラン」として示している。 

このアクションプランについて、令和 4 年 3 月には「東京都気候変動適応計画アクションプラン

2022」として、令和4年度から3年間の予定に更新している。その後、「TOKYO強靭化プロジェクト」

（令和4年 12 月）策定などの動きも踏まえて、令和5年 3月に、「東京都気候変動適応計画アクシ

ョンプラン2023」として、新たな取組を盛り込むとともに対応力を強化し、令和5年度から3年間

の予定に内容を更新している。 

本計画に基づき、アクションプランの更新を通じたPDCAサイクルの活用により気候変動適応策を

推進している。  
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○ 現状及び計画策定の目的等 

【現状】 

・これまでに経験したことのない極端な気象現象が増加しており、都政及び都民・事業者の活動

への影響 

・温室効果ガスの排出を削減する対策（緩和策）と併せて、気候変動の影響による被害の回避・

軽減対策（適応策）が必要  

【目的】 

・自然災害、健康、農林水産業など幅広い分野で、都民生活や自然環境への影響被害を可能な限

り回避、軽減 

・東京都気候変動適応方針で示した考え方に加え、デジタルトランスフォーメーション（DX）の

推進などの視点も取り入れながら、持続可能な回復を目指す「サステナブル・リカバリー」の

考え方に立って施策を展開することで、都民の生命と財産を守る強靭な都市を実現 

【位置付け】 

・「『未来の東京』戦略」との整合を図りつつ、気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画と

して策定 

 

○ 適応策の強化に向けたロードマップ 

【2050年 目指すべき姿】 

・集中豪雨、台風等による浸水被害・土砂災害などを回避・軽減する環境が整備されている 

・熱中症や感染症、大気汚染による環境被害などの気温上昇による環境影響が最小限に抑えら

れている 

・気温上昇や台風等の災害にも強い農林水産業が実現している 

・渇水や水質悪化等のリスクが低減され、高品質な水の安定供給や快適な水環境が実現してい

る 

・生物多様性への影響を最小限にし、豊かな自然環境が確保されている 

【2030年に向けた目標】 

・都政及び都民・事業者の活動において、サステナブル・リカバリーの考え方や、DX の視点も

取り入れながら、気候変動の影響を受けるあらゆる分野で、気候変動による将来の影響を考

慮した取組がされている 

 

○ 各分野における主な取り組み 

【自然災害】 

・激甚化する豪雨や台風に伴う洪水、内水氾濫、高潮、土砂災害等の自然の脅威に対して、ハー

ド・ソフト両面から、最先端技術の活用、都市施設の整備を推進 

【健康】 

・熱中症や感染症の患者発生、大気汚染による健康被害の発生など、気温上昇による健康への影

響を最小限に抑制するための予防策や対処策の実施 

【農林水産業】 

・気温上昇などの適合する品目・品種への転換に対する技術支援・普及対策等により強い農林水

産業を実現 

【水資源・水環境】 

・厳しい渇水や原水水質の悪化に対し、リスクを可能な限り低減 

・合流式下水道の改善等を通じて快適な水環境を創出  
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【自然環境】 

・生物分布の変化など、生物多様性への影響を最小化 

・自然環境が持つ機能の活用や回復に関する取り組みを強化 

 

○ 地域気候変動適応センターの配置 

・（公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所に「東京都気候変動適応センター」を令和3年度

に設置 

・気候変動影響や適応に関する情報収集、整理、分析や、関係間との情報共有を実施 

・都内自治体に対する情報提供及び助言を行うとともに都民等への普及啓発を推進 
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1-3 下水道計画 

東京都における下水道普及率の推移は図1-3-1に、下水道整備計画の概要は表1-3-1、図1-3-2及

び図1-3-3に示すとおりである。 

 

 

出典：「東京都下水道局事業概要（令和4年度）」（東京都下水道局） 

図1-3-1 下水道普及率の推移（人口普及率） 
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表1-3-1（1） 下水道計画の概要 
（令和 4年 4月 1日現在） 

 
計画人口 

（千人） 

計画面積 

（ha） 

ポンプ所*1 

（か所） 

水再生センター*1 

処理区域*4 （か所） 計画汚水量 

（千m3／日） 

区部公共 

下水道 
8,692*2 57,839*2 91 16 6,090*2 

 

処
理
区
名 

芝浦 705 6,440 13 1 850 
千代田、中央、港、新宿、渋谷区の大部分。 
文京、品川、目黒、世田谷、豊島区の一部。 

三河島 758 3,936 8 3 650 
台東、荒川区の全部。文京、豊島区の大部分。千
代田、新宿、北区の一部。 

砂町 907 6,153 34 2 710 
墨田、江東区の全部。中央、港、品川、大田、足
立、江戸川区の一部。 

小台 302 1,687 6 2 270 北区の大部分。豊島、板橋、足立区の一部。 

落合 680 3,506 － 2 440 
中野区の大部分。新宿、世田谷、渋谷、杉並、豊
島、練馬区の一部。 

森ヶ崎 2,127 14,675 14 1 1,290*3 
品川、目黒、大田、世田谷区の大部分。 
渋谷、杉並区の一部。 

小菅 266 1,633 3 1 200 足立、葛飾区の一部。 

西 793 4,893 8 1 510 江戸川区の大部分。葛飾区の一部。 

新河岸 1,633 10,474 1 2 840 
杉並、板橋、練馬区の大部分。 
新宿、中野、豊島、北区の一部。 

中川 521 4,442 4 1 330 足立区の大部分。葛飾区の一部。 

＊1：ポンプ所、水再生センターのか所数は、下水道法第4条に基づく事業計画における施設数（令和4年3月18日）である。 

ただし、東部スラッジプラント、南部スラッジプラントは、発生する汚泥を処理する施設のため水再生センターか所数に 
は含めない。なお、ポンプ所のか所数には、水再生センター内の藍染ポンプ所、宮城ポンプ所の2か所を含む。 

＊2：計画人口、計画面積、計画汚水量は、平成21年7月国土交通省関東地方整備局長同意を受け東京都が決定した「多摩川・ 

荒川等流域別下水道整備総合計画」と整合を図ったものである。 
＊3：森ヶ崎処理区の処理能力は、区域外流入する250千㎥/日をあわせると1,540千m3/日であり、全計画汚水量は6,340千m3 

/日である。 

＊4：処理区域は、令和4年4月1日時点の行政区画を反映したものである。 
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表1-3-1（2） 下水道計画の概要 
（令和 4年 4月 1日現在） 

流
域
名 

処理 
区名 

計画 
処理人口 

（千人） 

計画 
面積 

（ha） 

計画 
汚水量 

(千m３/日) 

ポンプ所 
（か所） 

水再生センター 
関係市町村名 

（か所） 名称 

多
摩
川 

野川 585 5,475 298 － － 
（区部） 
森ヶ崎水再生セン

ターへ流入 

武蔵野市、三鷹市、府中市、
調布市、小金井市、 

狛江市（6市） 

北多摩 
一号 

489 5,124 276 － 1 北多摩一号 

立川市、府中市、小金井市、

小平市、東村山市、 
国分寺市（6市） 

北多摩 

二号 
230 2,744 123 － 1 北多摩二号 

立川市、国分寺市、 

国立市（3市） 

多摩川 
上流 

439 9,349 248 1 1 多摩川上流 

立川市、青梅市、 

昭島市、福生市、武蔵村山
市、羽村市、瑞穂町、奥多
摩町（6市2町） 

南多摩 360 5,900 164 1 1 南多摩 
八王子市、町田市、日野市、
多摩市、稲城市（5市） 

浅川 263 3,902 117 － 1 浅川 
八王子市、町田市、 
日野市（3市） 

秋川 447 8,546 232 － 1 八王子 

八王子市、昭島市、日野

市、羽村市、あきる野市、
日の出町、檜原村（5市1
町1村） 

多摩川流域計 2,813 41,040 1,458 2 6か所 22市3町1村 

荒
川
右
岸
東
京 

荒川 
右岸 

684 8,042 320 － 1 清瀬 

武蔵野市、小金井市、小平

市、東村山市、東大和市、
清瀬市、東久留米市、武蔵
村山市、西東京市（9市） 

総計 3,496 49,082 1,778 2 7か所 26市3町1村 

注）□：水再生センター所在市 
＊上記計画は、平成 21 年 7 月に国土交通省の同意を受けた東京都が決定した「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」と整合を

図っている。なお、単独処理区（立川市錦町処理区、三鷹市東部処理区）の区域を含んだ数値としている。また、ポンプ所、水再生

センターのか所数は、都市計画決定済みのか所数。 
＊有効数字の端数処理の影響で総計が一致しない。 
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出典：「東京都下水道局事業概要（令和4年度）」（東京都下水道局） 

図 1-3-2 区部下水道全体計画図 
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1-4 公害苦情の状況 

東京都における公害苦情件数の状況は、表 1-4-1 及び図 1-4-1 に示すとおりである。 

 

表 1-4-1 公害苦情件数の状況（令和 3年度） 

（単位：件） 

地域 総数 
大気 
汚染 

水質 
汚濁 

土壌 
汚染 

騒音 振動 
地盤 
沈下 

悪臭 
典型 7公害 
以外計 

千代田区 207 9 - - 129 4 - 27 38 

中央区 184 6 - - 129 7 - 32 10 

港 区 50 5 - - 38 1 - 3 3 

新宿区 234 18 - - 156 22 - 32 6 

文京区 30 1 - - 20 4 - 2 3 

台東区 245 28 - - 89 11 - 11 106 

墨田区 403 42 - 1 243 33 - 56 28 

江東区 98 26 1 - 28 2 - 41 - 

品川区 183 11 - 1 110 23 - 15 23 

目黒区 131 13 - 1 71 19 - 11 16 

大田区 325 37 2 - 156 43 - 46 41 

世田谷区 264 26 1 - 157 33 - 40 7 

渋谷区 201 16 - - 148 14 - 16 7 

中野区 45 9 - - 22 3 - 6 5 

杉並区 82 23 - - 40 10 - 8 1 

豊島区 150 17 - - 101 14 - 18 - 

北 区 232 17 - - 151 46 - 18 - 

荒川区 191 11 - - 65 29 - 22 64 

板橋区 237 34 - - 130 40 - 24 9 

練馬区 247 29 - - 148 39 1 22 8 

足立区 437 75 1 - 244 63 - 45 9 

葛飾区 296 28 - - 176 36 - 37 19 

江戸川区 287 48 2 2 180 29 - 26 - 

区部計 4,759 529 7 5 2,731 525 1 558 403 

市部計 2,539 499 56 2 1,021 108 1 357 495 

郡部計 85 19 2 0 20 0 0 12 32 

島部計 - - - - - - - - - 

東京都計 7,383 1,047 65 7 3,772 633 2 927 930 

出典：「東京統計年鑑（令和 3 年版）」（東京都） 

 

  

出典：「東京統計年鑑（令和 3 年版）」（東京都） 

図 1-4-1 東京都内の公害苦情件数の推移 
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2 環境の現況 

2-1  大気質の現況 

2-1-1 環境基準 

「環境基本法」に基づく大気汚染に係る環境基準は、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物

質、二酸化窒素、光化学オキシダント、有害大気汚染物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、テ

トラクロロエチレン、ジクロロメタン）、微小粒子状物質について定められている。また、「ダイ

オキシン類対策特別措置法」に基づきダイオキシン類による大気の汚染に係る環境基準が定めら

れている。環境基準の内容は表 2-1-1に示すとおりである。 

表 2-1-1    大気汚染に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

二酸化硫黄 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 

一酸化炭素 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が 20ppm以下であること。 

浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が0.10mg／m3以下であり、かつ、1時間値が 0.20mg／m3以下であること。 

二酸化窒素 1時間値の1日平均値が0.04ppmから 0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 

光化学オキシダント 1時間値が0.06ppm以下であること。 

ベンゼン 1年平均値が0.003mg／m3以下であること。 

トリクロロエチレン 1年平均値が0.13mg／m3以下であること。 

テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg／m3以下であること。 

ジクロロメタン 1年平均値が0.15mg／m3以下であること。 

微小粒子状物質 1年平均値が15µg／m3以下であり、かつ、1日平均値が35µg／m3以下であること。 

ダイオキシン類 1年平均値が0.6pg-TEQ／m3以下であること。 

備考 1）環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用されない。 
2）浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10μm以下のものをいう。 
3）二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこ

のゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 
4）光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中
性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

5）ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係る
ものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持
又は早期達成に努めるものとする。 

6）微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を
用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

7）ダイオキシン類の基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

出典： 
・二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントは、「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48年環境庁告

示第25号、最終改正：平成8年環境庁告示第73号） 
・二酸化窒素は、「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年環境庁告示第38号、最終改正：平成8年環境庁告示第74号） 
・ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンは、「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準につ

いて」（平成 9年環境庁告示第4号、最終改正：平成30年環告第 100号） 
・微小粒子状物質は、「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 21年環境省告示第33号） 
・ダイオキシン類は、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基

準について」（平成 11年環境庁告示第68号、最終改正：令和4年環境省告示第89号） 
 
注）環境基準の評価方法 

環境基準の評価方法には短期的評価（健康に急性影響を及ぼす）を用いるものと長期的評価（慢性的影響を及ぼす）を用いる
ものがある。光化学オキシダントは短期的評価が、二酸化窒素は長期的評価が、二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質に
ついては両方の評価方法が定められている。 

1）短期的評価（昭和 48年 6月環境庁通達） 
測定を行った日の1日平均値、8時間値又は各 1時間値を環境基準と比較して評価を行う。 

2）長期的評価 

①二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質の場合（昭和 48年 6月環境庁通達） 
1 年間の 1 日平均値のうち、高い方から 2%の範囲内にあるもの（365 日分の測定値がある場合は 7 日分の測定値）を除外し

た後の最高値（2%除外値）を環境基準と比較して評価する。ただし、1 日平均値につき環境基準を超える日が 2 日以上連続し

た場合は、このような取扱は行わない。 
②二酸化窒素の場合（昭和53年 7月環境庁通達） 
1年間の 1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの（98%値）を環境基準と比較して評価する。 
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2-1-2 自動車排出ガス及び船舶排出ガス規制の動向 

（1） 自動車排出ガス規制 

自動車排出ガスの規制基準は表 2-1-2 に示すとおりである。この規制基準は、自動車から排

出される窒素酸化物（NOx）及び粒子状物質（PM）のさらなる低減を図るため、世界最高水準の

厳しい規制である、いわゆる「ポスト新長期規制」で、新車のディーゼル車等に対し平成 21年

10月から順次強制適用されている。また、平成 27年にディーゼル重量車及び二輪車、平成30

年に乗用車、軽量車、中量車及び軽貨物に対する排出基準の強化が実施され、自動車の排出ガ

スのさらなる低減が図られている。 

なお、令和 4年には、軽・中量車の世界統一排出ガス測定法に関する国際規則の改正が合意

され、自動車から排出される粒子状物質について、粒子数（PN：Particle Number）の基準が追

加されたことから、国内の保安基準に導入するため、所要の法令等の整備が行われている。 

 

表 2-1-2（1） 新車に対する排出ガス規制について 

（ディーゼル自動車） 

自動車の種別 
測定方法 
及び単位 

排出ガス基準値 
（型式指定車） 規制開始日 

PM NOx NMHC CO 

乗用車 

WLTC 
モード法 

(g/km) 

0.005 0.15 0.024 0.63 

新型車：H30年 10月 1日 

（R5年 10月 1日） 
継続生産・輸入車：R2年 9月 1日 
（R7年 10月 1日） 

ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス 

軽量車 
(GVW≦1,700kg) 

0.005 0.15 0.024 0.63 
新型車：H30年 10月 1日 
継続生産・輸入車：R2年 9月 1日 

中量車 
(1,700kg<GVW≦3,500kg) 

0.007 0.24 0.024 0.63 
新型車：H31年 10月 1日 
継続生産・輸入車：R3年 9月 1日 

重量車 
(3,500kg< 
GVW) 

3,500kg<GVW 
≦7,500kg 

※1 

WHDC 
(g/kWh) 

0.010 0.4 0.17 2.22 

新型車：H30年 10月 1日 
継続生産・輸入車：R1年 9月 1日 

7,500kg 
<GVW 

トラ クタ

以外 

新型車：H28年 10月 1日 

継続生産・輸入車：H29年 9月 1日 

トラクタ 
新型車：H29年 10月 1日 

継続生産・輸入車：H30年 9月 1日 

※1 「WHDC」とは、WHTC 及び WHSC による測定方法の総称をいう。なお、WHTC による排出量は、コールドスタート時の排出量に

0.14 を重み付けした数値とホットスタート時の排出量に 0.86 を重み付けした数値を足したものとする。WHTC の排出量及び
WHSCの排出量の各排出量が規制値を超えないこととする。 

注）1 PMは粒子状物質、NOxは窒素酸化物、NMHCは非メタン炭化水素、COは一酸化炭素を表す。 

2 GVWは車両総重量（車両重量＋乗車人員＋最大積載量）、VWは車両重量を表す。 
3 PM及び NOxの規制値欄中（）内の数値は改正前のものを表す。 
4 NOx 触媒付直噴車とは､ガソリンを燃料とする吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式エンジンを備えたものをいう。 

5 規制開始日の（）内は、粒子数（PN）の基準適用日を示す。 
出典：国土交通省ウェブサイト「新車に対する排出ガス規制について」 
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表 2-1-2（2） 新車に対する排出ガス規制について 

（ガソリン自動車 （NOx触媒付直噴車）） 

自動車の種別 
測定方法 

及び単位 

排出ガス基準値 

（型式指定車） 規制開始日 

PM NOx NMHC CO 

乗用車 

WLTC 

モード法 

(g/km) 

0.005 0.05 0.10 1.15 新型車：H31年 10月 1日 

（R6年 10月 1日） 

継続生産・輸入車：R3 年 9月 1日 

（R8年 10月 1日） 

軽自動車 0.005 0.05 0.10 4.02 

ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス 

軽量車 

(GVW≦1,700kg) 
0.005 0.05 0.10 1.15 

中量車 

(1,700kg<GVW 

≦3,500kg) 

0.007 0.07 0.15 2.55 

重量車 

(3,500kg<GVW) 

JE05 

モード法

(g/kWh) 

0.010 0.7 0.23 16.0 

新型車：H21年 10月 1日 

継続生産・輸入車：H22 年 9月 1

日 

注）1 PMは粒子状物質、NOxは窒素酸化物、NMHCは非メタン炭化水素、COは一酸化炭素を表す。 

2 GVWは車両総重量（車両重量＋乗車人員＋最大積載量）、VWは車両重量を表す。 
3 PM及び NOxの規制値欄中（）内の数値は改正前のものを表す。 
4 NOx触媒付直噴車とは、ガソリンを燃料とする吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式エンジンを備えた 

ものをいう。 
5 規制開始日の（）内は、粒子数（PN）の基準適用日を示す。 

出典：国土交通省ウェブサイト「新車に対する排出ガス規制について」 

 

 

また、ブルドーザ、コンバイン、フォークリフト等の特殊自動車に対しては、「特殊自動車排

出ガスの規制等に関する法律」（平成 17 年法律第 51 号）に基づき排出ガス規制が行われてい

る。ディーゼル特殊自動車の規制基準は、表2-1-3に示すとおりである。 

 

表 2-1-3  ディーゼル特殊自動車の排出ガス規制値 

定格出力 

ディーゼル特殊自動車8モード法及び 

NRTCモード法による規制値（g／kWh） 規制開始日 

CO NMHC NOx PM 

19kW以上 37kW未満のもの 
5.0 

(6.5) 

0.7 

(0.9) 

4.0 

(5.3) 

0.03 

(0.04) 

新型車：H28年 10月 1日 

継続生産・輸入車：H29年 9月 1日 

37kW以上 56kW未満のもの 
5.0 

(6.5) 

0.7 

(0.9) 

4.0 

(5.3) 

0.025 

(0.033) 

新型車：H28年 10月 1日 

継続生産・輸入車：H29年 9月 1日 

56kW以上 75kW未満のもの 
5.0 

(6.5) 

0.19 

(0.25) 

0.4 

(0.53) 

0.02 

(0.03) 

新型車：H27年 10月 1日 

継続生産・輸入車：H29年 9月 1日 

75kW以上 130kW未満のもの 
5.0 

(6.5) 

0.19 

(0.25) 

0.4 

(0.53) 

0.02 

(0.03) 

新型車：H27年 10月 1日 

継続生産・輸入車：H29年 9月 1日 

130kW以上 560kW未満のもの 
3.5 

(4.6) 

0.19 

(0.25) 

0.4 

(0.53) 

0.02 

(0.03) 

新型車：H26年 10月 1日 

継続生産・輸入車：H28年 4月 1日 

注）1 COは一酸化炭素、NMHCは非メタン炭化水素、NOxは窒素酸化物、PMは粒子状物質を表す。 
2 規制値欄中の値は平均値を表し、（）内の値は上限値を表す。 

3 ディーゼル黒煙は、第一節：廃止、第二節：非承認小型特殊自動車オパシメータ測定 0.50m-1、それ以外は適用整理告示に
よる、第三節：オパシメータ測定0.50m-1。 

出典：国土交通省ウェブサイト 「新車に対する排出ガス規制について 特殊自動車」 

 

 

  



- 23 - 

（2） 船舶排出ガス規制 

船舶からの窒素酸化物や硫黄酸化物等の排出ガスによる大気汚染の防止については、「国際

海事機関（IMO）の定める海洋汚染防止条約（MARPOL条約）」附属書Ⅵにおいて、規制対象が規

定され、国内では、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」（国交省・環境省共管）が同

条約に基づき、規制を実施している。 

主な規制対象は、NOx、燃料油中硫黄分濃度（SOx、PM）であり、最近の動向として燃料油に

含まれる硫黄分濃度の上限が規制され、段階的に強化されている。一般海域を例にとると、当

初上限 4.5%であったものが、2012年には 3.5%、2020 年には 0.5%と段階的に引き下げられてい

る。 

 

【SOx排出の国際規制（燃料硫黄分濃度）】 

○ 船舶からの排ガス中の硫黄酸化物（SOx）の量は、燃料油に含まれる硫黄分濃度に依存 

○ 大気環境の改善のため、国際海事機関（IMO）において海洋汚染防止条約が改正され、船舶用

燃料油中の硫黄分濃度0.5％以下に規制強化（外航・内航問わず、世界一律で規制） 

○ 同条約に基づき、国内法（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律）においても、令和

2年 1月 1日から規制強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「海事分野における SOx規制の概要及び国土交通省の対応について」（令和元年 5月 国土交通省） 

図 2-1-1 船舶用燃料油中の硫黄分による健康被害 
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出典：「海事分野における SOx規制の概要及び国土交通省の対応について」（令和元年 5月 国土交通省） 

図 2-1-2 船舶用燃料油、ガソリン、軽油の硫黄分濃度規制 

 

 

【参考：船舶燃料油中の硫黄分規制効果に関する検証】 

○ 環境省は、代表的な海域から、入港船舶隻数や風向きの特徴、測定局周辺の発生源を考慮し、

船舶以外による影響が少ないと考えられる測定局及び時期を抽出のうえ、過去２年の同月平

均との濃度差をもって、規制強化の効果を検証 

○ 硫黄分濃度の規制強化の効果について、一定の条件のもとに検証を行った結果、PM2.5 の原

因物質のひとつであるSO2の濃度が月平均濃度で約４割減少していることを確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：船舶の排出ガス対策について（令和 4年 環境省 水・大気環境局自動車環境対策課） 

図 2-1-3 船舶用燃料油、ガソリン、軽油の硫黄分濃度規制 
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船舶用燃料油、ガソリン、軽油の硫黄分濃度の規制の概要は、図 2-1-4に示すとおりである。 

一般海域及び指定海域（ECA）のそれぞれにおいて燃料油に含まれる硫黄分濃度の上限が規制

されている。一般海域を例にとると、当初上限 4.5%であったものが、2012 年には 3.5%、2020

年には 0.5%と段階的に引き下げられているほか、指定海域（ECA）ではさらに厳しい規制が課

せられている。 

※ECA: Emission Control Area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「硫黄酸化物（SOｘ）及び粒子状物質（PM）削減のための国際規制」（国土交通省） 

図 2-1-4 船舶用燃料油、ガソリン、軽油の硫黄分濃度規制 

 

  

段階的に硫黄分濃度規制の上限値を強化 
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2-1-3 調査概要 

東京都では、東京港隣接6区（中央区、港区、江東区、品川区、大田区、江戸川区）の大気汚

染常時監視測定局（一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局）において、大気質調査を実

施している。 

調査項目は、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダント、

微小粒子状物質、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン及び

ダイオキシン類とした。調査対象測定局の調査項目及び位置は、表2-1-4及び図 2-1-5 に示すと

おりである。 

また、東京都港湾局は、令和3年度及び令和4年度に暁ふ頭公園において大気質調査を実施し

ている。調査概要を表2-1-5 に、調査地点は図 2-1-5 に示す。 

 

表 2-1-4  大気質調査対象測定局 

（令和3年度現在） 

区
分 

番
号 

測定局 所在地 

二
酸
化
硫
黄 

一
酸
化
炭
素 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

二
酸
化
窒
素 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

微
小
粒
子
状
物
質 

ベ
ン
ゼ
ン 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン 

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類 

一
般
環
境
大
気
測
定
局 

1 中央区晴海 中央区 晴海 3-6-1 ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 港区高輪 港区 高輪 1-6   ○ ○ ○ ○      

3 港区台場 港区 台場 1-3-1 ○  ○ ○ ○ ○      

4 江東区大島 江東区 大島 3-1-3   ○ ○ ○ ○      

5 品川区豊町 品川区 豊町 2-1-20   ○ ○ ○ ○      

6 品川区八潮 品川区 八潮 5-11-17 ○  ○  ○ ○      

7 大田区東糀谷 大田区 東糀谷1-21-15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

8 江戸川区鹿骨 江戸川区 鹿骨 1-15-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○      

9 江戸川区春江町 江戸川区 春江町5-3-3   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

10 江戸川区南葛西 江戸川区 南葛西1-11-1   ○ ○ ○ ○      

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局 

11 永代通り新川 中央区 新川 1-3-1   ○ ○  ○      

12 第一京浜高輪 港区 高輪 2-20  ○ ○ ○  ○      

13 京葉道路亀戸 江東区 亀戸 7-42-17 ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  

14 三ツ目通り辰巳 江東区 辰巳 1-9地先  ○ ○ ○  ○      

15 北品川交差点 品川区 北品川3-11-22 ○ ○ ○ ○  ○      

16 中原口交差点 品川区 西五反田 7-25-1  ○ ○ ○  ○      

17 環七通り松原橋 大田区 中馬込2-17地先 ○ ○ ○ ○  ○      

18 中原街道南千束 大田区 南千束1-33-1   ○ ○  ○      

19 環八通り千鳥 大田区 千鳥三丁目 3-31先  ○ ○ ○  ○      

注）〇は、各測定局における測定項目を示す。 
出典：東京都環境局ウェブサイト「大気汚染常時監視測定局」、「有害大気汚染物質モニタリング調査」  
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表 2-1-5 大気質調査の概要（東京都港湾局調査、令和 3年度～令和4年度） 

項目 内容 

調査方法 7日間連続 

調査項目 

二酸化硫黄 

二酸化窒素 

浮遊粒子状物質 

調査時期 秋季：令和 3年 11月 24日～30日 

冬季：令和 4年 2月 16日～22日 

春季：令和 4年 5月 22日～28日 

夏季：令和 4年 8月 20日～26日 

調査地点 1地点：暁ふ頭公園（東京都江東区青海三丁目・四丁目） 

出典：「令和 3年度 東京港環境影響評価調査委託 報告書」（令和 4年 6月 東京都港湾局） 
     「令和 4年度 東京港環境調査委託 報告書」（令和 4年 11月 東京都港湾局） 
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図 2-1-5 大気汚染常時監視測定局の位置 

  

出典：東京都環境局ウェブサイト 「大気汚染常時監視測定局」  

「令和 3年度 東京港環境影響評価調査委託 報告書」（令和 4年 6月 東京都港湾局） 

「令和4年度 東京港環境調査委託 報告書」（令和 4年 11月 東京都港湾局） 

東京都港湾局調査地点 

暁ふ頭公園 
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2-1-4 調査結果 

（1） 東京都環境局調査 

ア 二酸化硫黄 
令和3年度の二酸化硫黄の年間測定結果は表2-1-6に示すとおりである。一般環境大気測定

局（以下、「一般局」という）、自動車排出ガス測定局（以下、「自排局」という）ともに、全て

の測定局で環境基準に適合していた。 

また、最近 10年間の年平均値の推移は、図2-1-6 に示すとおりである。 

 

表 2-1-6 二酸化硫黄の年間測定結果（令和3年度） 

区
分 

番
号 

測定局 
名称 

有
効
測
定
日
数 

測
定
時
間 

年
平
均
値 

１時間値が
0.1ppmを超え

た時間数とそ
の割合 

日平均値が
0.04ppmを超

えた日数とそ
の割合 

1時間値

の最高値 

日平均
値の2%
除外値 

日平均値が
0.04ppmを
超えた日が

2日以上連
続したこと
の有無 

環境基準の長

期的評価によ
る日平均値が
0.04ppmを超

えた日数 

日 時間 ppm 時間 ％ 日 ％ ppm ppm 
有：× 
無：○ 

日 

一
般
環
境
大
気
測
定
局 

1 
中央区 

晴海 
360 8,561 0.001 0 0.0  0 0.0  0.017 0.002 ○ 0 

3 
港区 

台場 
361 8,569 0.001 0 0.0  0 0.0  0.019 0.003 ○ 0 

6 
品川区 
八潮 

362 8,548 0.002 0 0.0  0 0.0  0.018 0.003 ○ 0 

7 
大田区 
東糀谷 

361 8,550 0.001 0 0.0  0 0.0  0.015 0.003 ○ 0 

8 
江戸川区 
鹿骨 

361 8,573 0.001 0 0.0  0 0.0  0.009 0.002 ○ 0 

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局 

13 
京葉道路 

亀戸 
361 8,576 0.001 0 0.0  0 0.0  0.013 0.002 ○ 0 

15 
北品川 
交差点 

361 8,576 0.001 0 0.0  0 0.0  0.013 0.003 ○ 0 

17 
環七通り 
松原橋 

361 8,560 0.001 0 0.0  0 0.0  0.011 0.003 ○ 0 

出典：「大気汚染常時測定局測定結果報告（令和3年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 
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出典：「大気汚染常時測定局測定結果報告（令和3年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 

図 2-1-6 二酸化硫黄濃度の年平均値の推移  
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イ 一酸化炭素 
令和3年度の一酸化炭素の年間測定結果は、表 2-1-7 に示すとおりである。一般局、自排局

ともに、全ての測定局で環境基準に適合していた。 

また、最近 10年間の年平均値の推移は、図2-1-7 に示すとおりである。 

 

表 2-1-7 一酸化炭素の年間測定結果（令和3年度） 

区
分 

番
号 

測定局 
名称 

有
効
測
定
日
数 

測
定
時
間 

年
平
均
値 

８時間
値が

20ppmを
超えた
回数と

その割
合 

日平均
値が

10ppmを
超えた
日数と

その割
合 

1時間値

が30ppm
以上と
なった

ことが
ある日
数とそ

の割合 

1

時
間
値

の
最
高

値 

日
平
均

値
の
2%

除
外
値 

日平均
値が

10ppm
を超え
た日が

2日以
上連続
したこ

との有
無 

環境基
準の長
期的評

価によ
る日平
均値が

10ppm
を超え
た日数 

日 時間 ppm 回 ％ 日 ％ 日 ％ ppm ppm 
有:×
無:○ 

日 

一般環境 
大気測定局 

7 大田区東糀谷 364 8,631 0.3 0 0.0  0 0.0  0 0.0  1.5 0.6 ○ 0 

8 江戸川区鹿骨 364 8,640 0.3 0 0.0  0 0.0  0 0.0  1.7 0.6 ○ 0 

自動車 
排出ガス 

測定局 

12 第一京浜高輪※ 278 6,610 0.3 0 0.0  0 0.0  0 0.0  2.7 0.6 ○ 0 

13 京葉道路亀戸 364 8,637 0.3 0 0.0  0 0.0  0 0.0  2.0  0.6  ○ 0 

14 三ツ目通り辰巳 364 8,636 0.3 0 0.0  0 0.0  0 0.0  1.2  0.5  ○ 0 

15 北品川交差点 363 8,630 0.3 0 0.0  0 0.0  0 0.0  2.6  0.5  ○ 0 

16 中原口交差点 364 8,640 0.3 0 0.0  0 0.0  0 0.0  1.8  0.6  ○ 0 

17 環七通り松原橋 364 8,640 0.4 0 0.0  0 0.0  0 0.0  2.0  0.8  ○ 0 

19 環八通り千鳥 364 8,639 0.3 0 0.0  0 0.0  0 0.0  1.8  0.6  ○ 0 

※）第一京浜高輪局は、令和2年度のデータを記載（令和 3年 1月以降令和5年 3月まで休止のため） 
出典：「大気汚染常時測定局測定結果報告（令和3年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 
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※）第一京浜高輪局のデータは、令和3年 1月以降令和 5年 3月まで休止のため欠測 

出典：「大気汚染常時測定局測定結果報告（令和3年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 

図 2-1-7 一酸化炭素濃度の年平均値の推移 
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ウ 浮遊粒子状物質 
令和3年度の浮遊粒子状物質の年間測定結果は、表2-1-8 に示すとおりである。全ての測定

局で短期的評価及び長期的評価の環境基準に適合していた。 

また、最近 10年間の年平均値の推移は、図2-1-8 に示すとおりである。 

 

表 2-1-8 浮遊粒子状物質の年間測定結果（令和 3年度） 

区
分 

番
号 

測定局 

名称 

有
効
測
定
日
数 

測
定
時
間 

年
平
均
値 

1時間値が

0.20mg/m3

を超えた時

間数とその

割合 

日平均値が

0.10mg/m3

を超えた日

数とその割

合 

1時間

値の

最高

値 

日平

均値

の 2%

除外

値 

日平均値が

0.10mg/m3を

超えた日が

2日以上連

続したこと

の有無 

環境基準の

長期的評価

による日平

均値が

0.10mg/m3を

超えた日数 

日 時間 mg/m3 時間 ％ 日 ％ mg/m3 mg/m3 
有:× 

無:○ 
日 

一
般
環
境
大
気
測
定
局 

1 中央区晴海 359 8,603 0.013 0  0.0  0  0.0  0.085 0.030 ○ 0 

2 港区高輪 361 8,642 0.014 0  0.0  0  0.0  0.096 0.036 ○ 0 

3 港区台場 359 8,599 0.014 0  0.0  0  0.0  0.098 0.032 ○ 0 

4 江東区大島 359 8,547 0.012 0  0.0  0  0.0  0.109 0.031 ○ 0 

5 品川区豊町 362 8,656 0.014 0  0.0  0  0.0  0.091 0.034 ○ 0 

6 品川区八潮 363 8,664 0.011 0  0.0  0  0.0  0.110 0.028 ○ 0 

7 大田区東糀谷 362 8,649 0.014 0  0.0  0  0.0  0.086 0.037 ○ 0 

8 江戸川区鹿骨 359 8,598 0.012 0  0.0  0  0.0  0.078 0.028 ○ 0 

9 江戸川区春江町 359 8,583 0.013 0  0.0  0  0.0  0.123 0.033 ○ 0 

10 江戸川区南葛西 356 8,554 0.014 0  0.0  0  0.0  0.198 0.033 ○ 0 

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局 

11 永代通り新川 362 8,653 0.015 0  0.0  0  0.0  0.101 0.032 ○ 0 

12 第一京浜高輪※ 273 6,566 0.022 2 0.0  0  0.0  0.640 0.056 ○ 0 

13 京葉道路亀戸 357 8,585 0.014 0  0.0  0  0.0  0.096 0.034 ○ 0 

14 三ツ目通り辰巳 357 8,538 0.013 0  0.0  0  0.0  0.107 0.029 ○ 0 

15 北品川交差点 356 8,552 0.013 0  0.0  0  0.0  0.084 0.027 ○ 0 

16 中原口交差点 359 8,612 0.015 0  0.0  0  0.0  0.112 0.036 ○ 0 

17 環七通り松原橋 359 8,067 0.015 0  0.0  0  0.0  0.085 0.031 ○ 0 

18 中原街道南千束 358 8,597 0.014 0  0.0  0  0.0  0.115 0.036 ○ 0 

19 環八通り千鳥 359 8,612 0.014 0  0.0  0  0.0  0.103 0.032 ○ 0 

※）第一京浜高輪局は、令和2年度のデータを記載（令和 3年 1月以降令和5年 3月まで休止のため） 
出典：「大気汚染常時測定局測定結果報告（令和3年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 
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※）第一京浜高輪局のデータは、令和3年 1月以降令和 5年 3月まで休止のため欠測 
出典：「大気汚染常時測定局測定結果報告（令和3年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 

図 2-1-8 浮遊粒子状物質濃度の年平均値の推移 
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エ 二酸化窒素 
令和3年度の二酸化窒素の年間測定結果は、表 2-1-9 に示すとおりである。全ての測定局で

環境基準に適合していた。 

また、最近 10年間の年平均値の推移は、図2-1-9 に示すとおりである。 

 

表 2-1-9 二酸化窒素の年間測定結果（令和3年度） 

区
分 

番
号 

測定局 
名称 

有
効
測
定
日
数 

測
定
時
間 

年
平
均
値 

1時間
値の
最高
値 

1時間値
が 0.2ppm
を超えた
時間数と
その割合 

1時間値が
0.1ppm以
上 0.2ppm
以下の時間
数とその割

合 

日平均値
が 0.06ppm
を超えた
日数とそ
の割合 

日平均値が
0.04ppm以
上 0.06ppm
以下の日数
とその割合 

日平
均値
の年
間 98%
値 

98%値評価
による日平
均値が

0.06ppmを
超えた日数 

日 時間 ppm ppm 時間 ％ 時間 ％ 日 ％ 日 ％ ppm 日 

一
般
環
境
大
気
測
定
局 

1 中央区晴海 362 8,567 0.015 0.105 0  0.0 1  0.3 1  0.3  5  1.4  0.035 0 

2 港区高輪 362 8,579 0.016 0.089 0  0.0 0  0.0 0  0.0  5  1.4  0.034 0 

3 港区台場 362 8,573 0.015 0.094 0  0.0 0  0.0 1  0.3  3  0.8  0.035 0 

4 江東区大島 358 8,488 0.014 0.092 0  0.0 0  0.0 0  0.0  4  1.1  0.035 0 

5 品川区豊町 362 8,562 0.014 0.095 0  0.0 0  0.0 0  0.0  5  1.4  0.034 0 

7 大田区東糀谷 362 8,576 0.016 0.099 0  0.0 0  0.0 0  0.0  5  1.4  0.035 0 

8 江戸川区鹿骨 358 8,490 0.012 0.069 0  0.0 0  0.0 0  0.0  3  0.8  0.033 0 

9 江戸川区春江町 352 8,572 0.014 0.080 0  0.0 0  0.0 0  0.0  4  1.1  0.035 0 

10 江戸川区南葛西 362 8,569 0.014 0.096 0  0.0 0  0.0 0  0.0  7 1.9 0.038 0 

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局 

11 永代通り新川 355 8,426 0.020 0.088 0  0.0 0  0.0 0  0.0  6  1.7  0.038 0 

12 第一京浜高輪※ 276 6,550 0.023 0.117 0 0 1 0 0 0 17 6.2 0.047 0 

13 京葉道路亀戸 362 8,567 0.017 0.088 0  0.0 0  0.0 0  0.0  7  1.9  0.039 0 

14 三ツ目通り辰巳 362 8,558 0.019 0.113 0  0.0 2  0.0 0  0.0  10  2.8  0.041 0 

15 北品川交差点 361 8,573 0.020 0.089 0  0.0 0  0.0 0  0.0  6  1.7  0.038 0 

16 中原口交差点 362 8,577 0.020 0.096 0  0.0 0  0.0 0  0.0  8  2.2  0.041 0 

17 環七通り松原橋 362 8,583 0.030 0.144 0  0.0 5  0.1 1  0.3  66  18.2  0.051 0 

18 中原街道南千束 362 8,580 0.015 0.080 0  0.0 0  0.0 0  0.0  3  0.8  0.033 0 

19 環八通り千鳥 362 8,580 0.016 0.070 0  0.0 0  0.0 0  0.0  4  1.1  0.035 0 

※）第一京浜高輪局は、令和2年度のデータを記載（令和 3年 1月以降令和5年 3月まで休止のため） 
出典：「大気汚染常時測定局測定結果報告（令和3年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 
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※）第一京浜高輪局のデータは、令和3年 1月以降令和 5年 3月まで休止のため欠測 
出典：「大気汚染常時測定局測定結果報告（令和3年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 

図 2-1-9 二酸化窒素濃度の年平均値の推移 
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オ 光化学オキシダント 
令和3年度の光化学オキシダントの年間測定結果は、表 2-1-10に示すとおりである。一般局

の昼間の 1時間値の最高値が0.113～0.156ppmであり、10局すべてにおいて環境基準（昼間の

1時間値が 0.06ppm以下であること）に適合していなかった。 

また、最近 10年間の年平均値の推移は、図2-1-10に示すとおりである。 

 

表 2-1-10 光化学オキシダン卜の年間測定結果（令和 3年度） 

区
分 

番
号 

測定局 

名称 

昼
間
測
定
日
数 

昼間 

測定 

時間 

昼間の

１時間

値の年

平均値 

昼間の１時間

値が0.06ppm

を超えた日数

とその時間数 

昼間の１時間

値が0.12ppm

以上の日数と

その時間数 

昼間の

１時間

値の 

最高値 

昼間の

日最高

１時間

値の年

平均値 

日 時間 ppm 日 時間 日 時間 ppm ppm 

一
般
環
境
大
気
測
定
局 

1 中央区晴海 364  5,382 0.032  55  202  0  0  0.117  0.045  

2 港区高輪 364  5,368 0.032  52  195  1  1  0.128  0.045  

3 港区台場 364  5,359 0.029  42  138  0  0  0.113  0.042  

4 江東区大島 363  5,357 0.032  42  158  1  1  0.136  0.045  

5 品川区豊町 365  5,408 0.033  65  257  1  2  0.156  0.047  

6 品川区八潮 365  5,405 0.030  53  197  1  1  0.136  0.044  

7 大田区東糀谷 364  5,365 0.030  53  169  1  1  0.133  0.044  

8 江戸川区鹿骨 364  5,368 0.033  49  214  1  2  0.143  0.047  

9 江戸川区春江町 351  5,160 0.033  58  254  2  4  0.140  0.047  

10 江戸川区南葛西 364  5,378 0.032  56  208  1  1  0.135  0.046  

出典：「大気汚染常時測定局測定結果報告（令和3年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 
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出典：「大気汚染常時測定局測定結果報告（令和3年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 

図 2-1-10 光化学オキシダントの年平均値の推移 
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カ 微小粒子状物質 
令和3年度の微小粒子状物質の年間測定結果は、表2-1-11に示すとおりである。測定してい

る 19測定局すべてで環境基準に適合していた。 

また、最近 10年間の年平均値の推移は、図2-1-11に示すとおりである。 

 

表 2-1-11 微小粒子状物質の年間測定結果（令和3年度） 

区分 番号 測定局名称 

有
効
測
定
日
数 

年平均値 

日平均値

の年間

98%値 

日平均値が 

35μg/m3を超えた

日数とその割合 
環境基準 

適合状況 

日 μg/m3 μg/m3 日 ％ 

一般環境大気 

測定局 

1 中央区晴海 359  8.7  22.5  0 0.0 ○ 

2 港区高輪 359  9.1  21.1  0 0.0 ○ 

3 港区台場 359  9.1  23.1  0 0.0 ○ 

4 江東区大島 358  9.0  22.8  0 0.0 ○ 

5 品川区豊町 359  8.8  20.4  0 0.0 ○ 

6 品川区八潮 360  9.5  21.7  0 0.0 ○ 

7 大田区東糀谷 358  9.4  21.2  0 0.0 ○ 

8 江戸川区鹿骨 359  9.2  22.3  0 0.0 ○ 

9 江戸川区春江町 356  8.0  19.5  0 0.0 ○ 

10 江戸川区南葛西 359  7.8  19.1  0 0.0 ○ 

自動車排出ガス 

測定局 

11 永代通り新川 358  9.6  23.4  0 0.0 ○ 

12 第一京浜高輪※ 270 13.3 30.2 0 0.0 ○ 

13 京葉道路亀戸 359  9.0  22.6  0 0.0 ○ 

14 三ツ目通り辰巳 359  8.7  20.9  0 0.0 ○ 

15 北品川交差点 356  9.8  23.0  0 0.0 ○ 

16 中原口交差点 359  9.3  22.2  0 0.0 ○ 

17 環七通り松原橋 359  9.0  19.0  0 0.0 ○ 

18 中原街道南千束 359  7.8  17.8  0 0.0 ○ 

19 環八通り千鳥 359  7.5  17.7  0 0.0 ○ 

※）第一京浜高輪局は、令和2年度のデータを記載（令和 3年 1月以降令和5年 3月まで休止のため） 
出典：「大気汚染常時測定局測定結果報告（令和3年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 
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※）第一京浜高輪局のデータは、令和3年 1月以降令和 5年 3月まで休止のため欠測 
注）港区高輪、品川区八潮、江戸川区春江町、江戸川区南葛西、環七通り松原橋、中原街道南千束、環八通り千鳥は平成25年度

より測定開始。 

出典：「大気汚染常時測定局測定結果報告（令和3年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 

図 2-1-11 微小粒子状物質濃度の年平均値の推移  
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キ ベンゼン等 
令和3年度のベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン及び

ダイオキシン類の年間測定結果は、表2-1-12 に示すとおりである。測定しているすべての測定

局で環境基準に適合していた。 

また、最近の年平均値の推移は、図2-1-12に示すとおりである。 

 

表 2-1-12 ベンゼン等の年間測定結果（令和3年度） 

区分 番号 測定局 

ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 

年平均値 

μg/m3 

環境基準 

適合状況 

年平均値 

μg/m3 

環境基準 

適合状況 

年平均値 

μg/m3 

環境基準 

適合状況 

一般局 

1 中央区晴海 1.1 ○ 0.71 ○ 0.17 ○ 

7 大田区東糀谷 1.7 ○ 4.0 ○ 0.16 ○ 

9 江戸川区春江町 0.91 ○ 0.88 ○ 0.14 ○ 

自排局 13 京葉道路亀戸 1.0 ○ 1.7 ○ 0.20 ○ 

区分 番号 測定局 

ジクロロメタン ダイオキシン類 

 

年平均値 

μg/m3 

環境基準 

適合状況 

年平均値 

pg-TEQ/m3 

環境基準 

適合状況 

一般局 

1 中央区晴海 1.4 ○ 0.017  ○ 

7 大田区東糀谷 1.7 ○ 0.013  ○ 

9 江戸川区春江町 1.3 ○ 0.020  ○ 

自排局 13 京葉道路亀戸 1.5 ○ － － 

注） ○：環境基準に適合 ×：環境基準に不適合 －：測定していない項目 

出典：環境省ウェブサイト 「令和3年度 大気汚染状況について（有害大気汚染物質モニタリング調査結果）| 資料編」 
「2021(令和 3)年度東京都内における 環境中のダイオキシン類調査結果について」（令和4年 東京都環境局） 
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出典：環境省ウェブサイト 「令和3年度 大気汚染状況について（有害大気汚染物質モニタリング調査結果） | 資料編」 

東京都環境局ウェブサイト 「ダイオキシン類調査結果」 

図 2-1-12  ベンゼン濃度等の年平均値の推移  
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（2）東京都港湾局調査 

東京都港湾局調査の年間測定結果は、表 2-1-13 に示すとおりである。 

二酸化窒素（NO2）、浮遊粒子状物質（SPM）、二酸化硫黄（SO2）の日平均値の最高値はいずれ

も環境基準に適合していた。 

 

表 2-1-13 大気質の調査結果 

測定項目 NO2 NO NOx SPM SO2 

測定高さ 1.5m 1.5m 1.5m 3.0m 1.5m 

単位 ppm ppm ppm mg/m3 ppm 

秋季 

1日平均値の最高値 0.031 0.018 0.046 0.016 0.002 

1時間値の最高値 0.065 0.093 0.140 0.050 0.004 

1時間値の最低値 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 

冬季 

1日平均値の最高値 0.037 0.015 0.051 0.012 0.002 

1時間値の最高値 0.051 0.052 0.100 0.038 0.006 

1時間値の最低値 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 

春季 

1日平均値の最高値 0.022 0.003 0.025 0.010 0.002 

1時間値の最高値 0.055 0.011 0.059 0.045 0.005 

1時間値の最低値 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 

夏季 

1日平均値の最高値 0.023 0.012 0.034 0.030 0.001 

1時間値の最高値 0.044 0.029 0.067 0.061 0.005 

1時間値の最低値 0.005 0.004 0.009 0.008 0.000 

出典：「令和 3年度 東京港環境影響評価調査委託 報告書」（令和 4年 6月 東京都港湾局） 
「令和4年度 東京港環境調査委託 報告書」（令和4年 11月 東京都港湾局） 
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2-2 騒音の現況 

2-2-1 環境基準 

(1)  騒音に係る環境基準 
「環境基本法」に基づく騒音に係る環境基準は、表2-2-1 に示すとおりであり、東京港周辺

の地域の類型は、図2-2-1に示すとおり設定されている。 

 

表 2-2-1 一般地域及び道路に面する地域における騒音に係る環境基準 

地域 

類型 
当てはめ地域 地域の区分 

時間の区分 

昼間 

（6時～22時） 

夜間 

（22時～翌 6時） 

A 

第 1種低層住居専用地域 

第 2種低層住居専用地域 

第 1種中高層住居専用地域 

第 2種中高層住居専用地域 

これらに接する地先及び水面 

一般地域 
55デシベル 

以下 

45デシベル 

以下 

2車線以上の車線を

有する道路に面する

地域 

60デシベル 

以下 

55デシベル 

以下 

B 

第 1種住居地域 

第 2種住居地域 

準住居地域 

用途地域の定めのない地域 

これらに接する地先及び水面 

一般地域 
55デシベル 

以下 

45デシベル 

以下 

2車線以上の車線を

有する道路に面する

地域 

65デシベル 

以下 

60デシベル 

以下 

C 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

これらに接する地先及び水面 

一般地域 
60デシベル 

以下 

50デシベル 

以下 

車線を有する道路に

面する地域 

65デシベル 

以下 

60デシベル 

以下 

備考：車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分を

いう。 

この場合において、「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、上表にかかわらず特例として次

表のとおりとする。 

 

昼間（6時～22時） 夜間（22時～翌6時） 

70デシベル以下 65デシベル以下 

備考：個別の住居等において、騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められているとき

は、屋内へ透過する基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができ

る。 

注）1「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び区市町村道（区市町村道にあっては 4車線以上の
区間に限る）を表す。 

2「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて、道路端からの距離によりその範囲を特定

する。 
・2車線以下の車線を有する道路15メートル 
・2車線を超える車線を有する道路20メートル 

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号、最終改正：平成 24年環境省告示第 54号） 
「騒音に係る環境基準の地域類型の指定「（平成24年中央区告示第108号、平成 24年港区告示第80号、平成24年江東区告 
示第 80号、平成 24年品川区告示第382号、平成 24年大田区告示第254号、平成24年江戸川区告示第 107号） 
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(2) 自動車騒音の要請限度 
「騒音規制法」の第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定

める省令（平成 12年総理府令第 15号）及び騒音規制法に基づく自動車騒音の限度を定める区

域等に基づく自動車騒音の限度（以下、「要請限度」という）は、表 2-2-2に示すとおりであり、

東京港周辺の区域の区分は、図 2-2-1に示すとおり設定されている。 

 

表 2-2-2 騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度 

区域の 

区分 
当てはめ地域 車線等 

時間の区分 

昼間 

（6時～22時） 

夜間 

（22時～翌 6時） 

a区域 

第 1種低層住居専用地域 

第 2種低層住居専用地域 

第 1種中高層住居専用地域 

第 2種中高層住居専用地域 

（AA地域を含む） 

1車線 65デシベル 55デシベル 

2車線以上 70デシベル 65デシベル 

近接区域 75デシベル 70デシベル 

b区域 

第 1種住居地域 

第 2種住居地域 

準住居地域 

用途地域の定めのない地域 

1車線 65デシベル 55デシベル 

2車線以上 

近接区域 
75デシベル 70デシベル 

c区域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

1車線 

2車線以上 

近接区域 

75デシベル 70デシベル 

記事 ・車線とは 1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道部分をい

う。 

・近接区域とは、幹線交通を担う道路に近接する区域をいい、幹線交通を担う道路とは、高速自動車

国道、一般国道、都道府県道及び 4車線以上の区市町村道をいう。近接する区域とは、車線の区分

に応じた道路端からの距離が 2 車線以下の車線を有する道路は 15m、2 車線を越える車線を有する

道路は 20mの範囲とする。 

《備考》  

1 測定評価の地点  
(1) 道路に接して住居等が立地している場合は、道路端における騒音レベルとする。  
(2) 道路に沿って非住居系の土地利用がなされ、道路から距離を置いて住居等が立地している場合は、住居等に到達する騒音レベ

ルを測定評価する。 
2 騒音の測定は当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、測定日数は、連続する3日間のうち当

該自動車騒音の状況を代表すると認められる 3日間について行うものとする。 

3 騒音の測定方法は、原則として JIS Z 8731に定める騒音レベル測定法による。  
4 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとする。  
5 騒音の大きさは、測定した値を時間の区分ごとに3日間の原則として全時間を通じてエネルギー平均した値とする。 

出典：東京都環境局ウェブサイト 「自動車騒音の要請限度」 

  




